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平成18年第3回にかほ市議会臨時会会議録（第1号） 

 

１、平成18年5月10日第3回にかほ市議会臨時会がにかほ市役所象潟庁舎議場に招集された。 

 

１、招集議員は次のとおりである。 

   １ 番  飯  尾  善  紀          ２ 番  佐 々  木  正  勝 

   ３ 番  市  川  雄  次          ４ 番  池  田  好  隆 

   ５ 番  宮  崎  信  一          ６ 番  佐  藤  文  昭 

   ７ 番  佐 々  木  正  明          ８ 番  小  川  正  文 

   ９ 番  伊  藤     知          10 番  加  藤  照  美 

   11 番  佐 々  木  弘  志          12 番  村  上  次  郎 

   13 番  菊  地     衛          14 番  佐 々  木  清  勝 

   15 番  榊  原     均          16 番  竹  内     賢 

   17 番  佐  藤     元          18 番  斎  藤  修  市 

   19 番  佐 々  木  平  嗣          20 番  池  田  甚  一 

   21 番  本  藤  敏  夫          22 番  佐 々  木  正  己 

   23 番  山  田     明          24 番  竹  内  睦  夫 

 

１、本日の出席議員（ 24 名 ） 

   １ 番  飯  尾  善  紀          ２ 番  佐 々  木  正  勝 

   ３ 番  市  川  雄  次          ４ 番  池  田  好  隆 

   ５ 番  宮  崎  信  一          ６ 番  佐  藤  文  昭 

   ７ 番  佐 々  木  正  明          ８ 番  小  川  正  文 

   ９ 番  伊  藤     知          10 番  加  藤  照  美 

   11 番  佐 々  木  弘  志          12 番  村  上  次  郎 

   13 番  菊  地     衛          14 番  佐 々  木  清  勝 

   15 番  榊  原     均          16 番  竹  内     賢 

   17 番  佐  藤     元          18 番  斎  藤  修  市 

   19 番  佐 々  木  平  嗣          20 番  池  田  甚  一 

   21 番  本  藤  敏  夫          22 番  佐 々  木  正  己 

   23 番  山  田     明          24 番  竹  内  睦  夫 

 

１、本日の欠席議員（ な し ） 

 

１、職務のため議場に出席した事務局職員は次のとおりである。 
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  議 会 事 務 局 長  竹  内  享  一    議 事 調 査 係 長  佐  藤  正  之 

  庶 務 係 長  藤  谷  博  之    主      査  佐々木  美  佳 

 

１、地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

  市 長  横  山  忠  長    教 育 長  三  浦     博 

  企 業 管 理 者  佐々木  勝  利    総 務 部 長  須  田  正  彦 

  市 民 部 長  池  田  史  郎    健 康 福 祉 部 長  笹  森  和  雄 

  産 業 部 長  岩  井  敏  一    建 設 部 長  金  子  則  之 

  教 育 次 長  小  柳  伸  光    ガ ス 水 道 局 長  須  田  登美雄 

  消 防 長  高  橋     誠    総務部総務課長  齋  藤  隆  一 

  財 政 課 長  佐  藤  好  文    税 務 課 長  森     鉄  也 

  収 入 役 室 長  齋  藤 乃 里 子    すくすく子育て支援課長  須  藤  金  悦 
  観 光 課 長  長 谷 山    良    教育委員会総務課長  佐  藤  文  一 

  管 理 課 長  長 谷 川    勲 

 

１、本日の議事日程は次のとおりである 

   議事日程第１号 

    平成18年5月10日（水曜日）午前10時開議 

 第１ 仮 議 席 の 指 定 

 第２ 議 長 の 選 挙 

 第３ 会議録署名議員の指名 

 第４ 会 期 の 決 定 

 第５ 副 議 長 の 選 挙 

 第６ 議 席 の 指 定 

 第７ 常任委員の選任 

 第８ 議会運営委員の選任 

 第９ 議会広報編集委員の選任 

 第10 本荘由利広域市町村圏組合議会議員の選挙 

 第11 議長の常任委員辞任の件 

 第12 議案第82号 平成17年度にかほ市水道事業会計補正予算（第２号）の専決処分の報告及 

          びその承認について（専決第１号） 

 第13 議案第83号 にかほ市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分の報告及び 

          その承認について（専決第２号） 

 第14 議案第84号 平成17年度にかほ市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の報告及びそ 

          の承認について（専決第３号） 

 第15 議案第85号 平成18年度にかほ市一般会計補正予算（第１号） 
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 第16 にかほ市開発公社理事の推せんについて 

 第17 委員会の閉会中の継続審査の件 

 

１、本日の会議に付した事件は次のとおりである。 

    議事日程第１号に同じ 

 

────────────────────────────── 

 

午前10時00分 開 会 

 

●事務局長（竹内享一君） 議会事務局長の竹内でございます。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の

規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。年長

の山田明議員を御紹介申し上げます。 

    【臨時議長（山田明君）議長席に着く】 

●臨時議長（山田明君） おはようございます。ただいま紹介されました山田明です。 

 地方自治法第107条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 ただいまの出席議員は24人です。定足数に達しておりますので、会議は成立します。ただいまか

ら平成18年第3回にかほ市議会臨時会を開会します。 

 日程に入る前に報告します。地方自治法第121条の規定による説明出席者名簿は、お手元に配付

のとおりです。 

 これから本日の会議を開きます。 

 日程第1、仮議席の指定を行います。仮議席はただいま着席の議席とします。 

 

……………………………………………………………………………… 

 

   【指定された仮議席】 

   １ 番  本  藤  敏  夫          ２ 番  池  田  甚  一 

   ３ 番  佐  藤     元          ４ 番  加  藤  照  美 

   ５ 番  小  川  正  文          ６ 番  佐 々  木  清  勝 

   ７ 番  飯  尾  善  紀          ８ 番  竹  内     賢 

   ９ 番  斎  藤  修  市          10 番  村  上  次  郎 

   11 番  宮  崎  信  一          12 番  佐 々  木  正  勝 

   13 番  佐  藤  文  昭          14 番  伊  藤     知 

   15 番  佐 々  木  平  嗣          16 番  竹  内  睦  夫 
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   17 番  市  川  雄  次          18 番  榊  原     均 

   19 番  佐 々  木  正  明          20 番  佐 々  木  弘  志 

   21 番  山  田     明          22 番  池  田  好  隆 

   23 番  菊  地     衛          24 番  佐 々  木  正  己 

 

……………………………………………………………………………… 

 

●臨時議長（山田明君） 日程第2、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入り口を閉めます。 

    【議場閉鎖】 

●臨時議長（山田明君） ただいまの出席議員は24人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第31条第2項の規定によって、立会人に、1番本藤敏夫議

員、2番池田甚一議員、3番佐藤元議員を指名します。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。本選挙は、公職選挙法第68条の2の適用はあり

ませんので、これらの票は無効となりますので、氏と名をフルネームで、はっきりと記入願います。 

 投票用紙を配ります。 

    【投票用紙配付】 

●臨時議長（山田明君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●臨時議長（山田明君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

    【投票箱点検】 

●臨時議長（山田明君） 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。職員が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願

いします。 

    【点呼に応じ各員投票】 

●臨時議長（山田明君） 投票漏れはありませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●臨時議長（山田明君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。1番本藤敏夫議員、2番池田甚一議員、3番佐藤元議員、開票の立ち会いをお願

いします。 

    【立会人本藤敏夫君、池田甚一君、佐藤元君立ち会いの上、開票】 

●臨時議長（山田明君） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数24票、有効投票24票、無効投票なし。有効投票のうち、竹内睦夫議員11票、佐藤文昭

議員9票、榊原均議員3票、佐々木正己議員1票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は6票です。したがって、竹内睦夫議員が議長に当選されました。 
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 議場の出入り口を開きます。 

    【議場開鎖】 

●臨時議長（山田明君） ただいま議長に当選された竹内睦夫議員が議場におられます。会議規則

第32条第2項の規定によって当選の告知をします。 

 竹内睦夫議員、返事をお願いします。 

    【16番（竹内睦夫君）「はい」と呼ぶ】 

●臨時議長（山田明君） 議長席にお着き願います。 

 これで臨時議長の任務は終了しました。皆様方の御協力、まことにありがとうございました。 

    【臨時議長（山田明君）議長席を退き、議長（竹内睦夫君）議長席に着く】 

●事務局長（竹内享一君） それでは、議長、就任のあいさつをお願いします。 

●議長（竹内睦夫君） （起立）どうも御苦労さまです。ただいま、皆さんの御推挙によりまして、

はからずも議長という大役につくことになりました竹内睦夫でございます。 

 今、平成の大合併のもとに、にかほ市が新たに誕生して、実質これから新年度のスタートという

ふうになるこのときに、このような大役を自分が仰せつかったことに対して、まことに身の震える

思いでございます。 

 これからは、御先輩皆様方の御指導をいただきながら、同僚の皆様方と力を合わせ、開かれた議

会、また、活性化する議会ということで、住民の皆様との接点を常に求め続けながら、邁進してま

いりたいと努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうござ

います。（着席）（拍手） 

 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定によって、4番加藤照美議員、5番小川正文議員を指

名します。 

 日程第4、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日間に決定しました。 

 暫時休憩します。 

 

午前10時19分 休 憩 

        ────────────────────────────── 

午前10時29分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 日程第5、副議長の選挙を行います。この選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

    【議場閉鎖】 
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●議長（竹内睦夫君） ただいまの出席議員数は24人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第31条第2項の規定によって、立会人に6番佐々木清勝議

員、7番飯尾善紀議員、8番竹内賢議員を指名します。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。本選挙は、公職選挙法第68条の2の適用はあり

ませんので、これらの票は無効となりますので、氏と名をフルネームで、はっきりと記入願います。 

 それでは、投票用紙を配ります。 

    【投票用紙配付】 

●議長（竹内睦夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

    【投票箱点検】 

●議長（竹内睦夫君） 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。職員が仮議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願いま

す。 

    【点呼に応じ各員投票】 

●議長（竹内睦夫君） 投票漏れはございませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。6番佐々木清勝議員、7番飯尾善紀議員、8番竹内賢議員、それぞれ開票の立ち

会いをお願いします。 

    【立会人佐々木清勝君、飯尾善紀君、竹内賢君立ち会いの上、開票】 

●議長（竹内睦夫君） 選挙の結果を報告します。 

 投票総数24票、有効投票24票、無効投票なし。有効投票のうちの結果を発表いたします。佐々

木正明議員6票、佐々木正勝議員6票、山田明議員6票、佐々木正己議員4票、飯尾善紀議員1票、

竹内賢議員1票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は6票であります。したがいまして、佐々木正明議員、佐々木正勝議員、

山田明議員の得票数は、いずれもこれを超えております。三議員の得票数は同数でございます。こ

の場合、地方自治法第118条第1項の規定は、公職選挙法第95条第2項の規定を準用して、くじで

当選人を決定することになっております。佐々木正明議員、佐々木正勝議員、山田明議員は議場に

おられますので、くじを引いていただきます。 

 それでは、3議員よりくじを引いていただきます。くじは2回引きます。1回目はくじを引く順序

を決めるためのものです。くじは抽選機で行います。 

 くじを引くに当たり、9番斎藤修市議員、10番村上次郎議員、11番宮崎信一議員、くじの立ち会

いをお願いします。 

 1回目の抽選順序は議席番号順になっておりますので、12番佐々木正勝議員、くじを引いてくだ
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さい。 

    【斎藤修市議員、村上次郎議員、宮崎信一議員立ち会いの上、12番（佐々木正勝君）くじ 

     を引く】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、19番佐々木正明議員。 

    【斎藤修市議員、村上次郎議員、宮崎信一議員立ち会いの上、19番（佐々木正明君）くじ 

     を引く】 

●議長（竹内睦夫君） 続きまして、21番山田明議員。 

    【斎藤修市議員、村上次郎議員、宮崎信一議員立ち会いの上、21番（山田明君）くじを引 

     く】 

●議長（竹内睦夫君） くじを引く順序が決定いたしました。1番目にくじを引いていただく議員

は山田明議員、2番目が佐々木正勝議員、3番目が佐々木正明議員。 

 くじを引くに当たり、立会人を指名いたします。9番斎藤修市議員、10番村上次郎議員、11番宮

崎信一議員、3名の方に立ち会いをお願いします。 

 先ほど申し上げました順序により当選人を決定するくじを行います。くじの1番の玉を引いた方

が当選人となります。それでは、山田明議員、くじを引いてください。 

    【斎藤修市議員、村上次郎議員、宮崎信一議員立ち会いの上、21番（山田明君）くじを引 

     く】 

●議長（竹内睦夫君） くじの結果を報告します。 

 くじの結果、山田明議員が当選人と決定しました。 

 議場の出入り口を開きます。 

    【議場開鎖】 

●議長（竹内睦夫君） ただいま副議長に当選されました山田明議員が議場におられます。会議規

則第32条第2項の規定によって当選の告知をいたします。 

 山田議員、返事をお願いします。 

    【21番（山田明君）「はい」と呼ぶ】 

●議長（竹内睦夫君） 副議長に当選されました山田明議員からごあいさつをお願いいたします。 

    【副議長（山田明君）登壇】 

●副議長（山田明君） ただいま3名の方の抽選によりまして、不肖私が副議長という大役を仰せ

つかりました。何分にもこのような男でございますので、皆さんの協力を得ながら、議長の補佐と

して、これからも皆さんと一緒になって頑張っていきたいと思っておりますので、何分にもよろし

くお願い申し上げます。（拍手） 

●議長（竹内睦夫君） 次に、日程第6、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第4条第1項の規定によって議席を定めることにしますが、申し合わせに従い、

抽選により指定します。 

 申し合わせにより、議長は最終番号の24番、副議長は最終番号の前、23番になりますので、こ

の抽選には24番、23番は入っておりません。したがいまして、22人の方で本議席の抽選をお願い
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します。 

 それでは、仮議席1番から順次抽選をお願いします。 

    【点呼に応じ各員抽選】 

●議長（竹内睦夫君） 抽選が終わったようでありますので、抽選の結果を後ほど事務局長から報

告いたします。 

 その間に若干休憩します。 

 

午前10時57分 休 憩 

        ────────────────────────────── 

午前11時09分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 日程第6の議事を継続いたします。抽選が終わったようでありますので、抽選の結果を事務局長

に報告させます。 

●事務局長（竹内享一君） それでは、本議席番号とお名前を申し上げます。 

 1番飯尾善紀議員、2番佐々木正勝議員、3番市川雄次議員、4番池田好隆議員、5番宮崎信一議

員、6番佐藤文昭議員、7番佐々木正明議員、8番小川正文議員、9番伊藤知議員、10番加藤照美議

員、11番佐々木弘志議員、12番村上次郎議員、13番菊地衛議員、14番佐々木清勝議員、15番榊原

均議員、16番竹内賢議員、17番佐藤元議員、18番斎藤修市議員、19番佐々木平嗣議員、20番池田

甚一議員、21番本藤敏夫議員、22番佐々木正己議員、23番が副議長の山田明議員でございます。

24番が議長の竹内睦夫議員でございます。以上でございます。 

●議長（竹内睦夫君） ただいま事務局長が報告したとおり議席を指定します。氏名プレート等は

皆さんそれぞれ持参して、その議席に着席願います。 

 

……………………………………………………………………………… 

 

    【指定された議席】 

   １ 番  飯  尾  善  紀          ２ 番  佐 々  木  正  勝 

   ３ 番  市  川  雄  次          ４ 番  池  田  好  隆 

   ５ 番  宮  崎  信  一          ６ 番  佐  藤  文  昭 

   ７ 番  佐 々  木  正  明          ８ 番  小  川  正  文 

   ９ 番  伊  藤     知          10 番  加  藤  照  美 

   11 番  佐 々  木  弘  志          12 番  村  上  次  郎 

   13 番  菊  地     衛          14 番  佐 々  木  清  勝 

   15 番  榊  原     均          16 番  竹  内     賢 

   17 番  佐  藤     元          18 番  斎  藤  修  市 
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   19 番  佐 々  木  平  嗣          20 番  池  田  甚  一 

   21 番  本  藤  敏  夫          22 番  佐 々  木  正  己 

   23 番  山  田     明          24 番  竹  内  睦  夫 

 

……………………………………………………………………………… 

 

    【各議員、仮議席から指定された議席に移動、着席】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、日程第 7、常任委員の選任及び日程第 8、議会運営委員の選任の 2

件を一括議題とします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定によって、次のとおり指名します。

事務局長に報告させます。 

●事務局長（竹内享一君） それでは、順不同でございますが、総務常任委員、佐々木清勝議員、

池田好隆議員、斎藤修市議員、佐々木弘志議員、佐々木正己議員、竹内睦夫議員、佐々木正明議員、

榊原均議員。 

 教育民生常任委員会でございますが、村上次郎議員、竹内賢議員、本藤敏夫議員、佐藤文昭議員、

菊地衛議員、佐藤元議員、伊藤知議員、市川雄次議員。 

 産業建設常任委員会でございます。山田明議員、飯尾善紀議員、池田甚一議員、佐々木正勝議員、

佐々木平嗣議員、小川正文議員、加藤照美議員、宮崎信一議員、以上でございます。 

●議長（竹内睦夫君） 以上のように、それぞれ指名いたします。これに御異議ございませんか。 

    【16番（竹内賢議員）「議長」と呼び発言を求める】 

●議長（竹内睦夫君） 竹内賢議員。 

●16番（竹内賢君） ちょっと休憩していただきたいと思います。 

●議長（竹内睦夫君） 暫時休憩します。 

 

午前11時12分 休 憩 

        ────────────────────────────── 

午前11時25分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 会議を再開いたします。 

 日程第7及び日程第8の議事を継続いたします。常任委員の選任については、先ほどの事務局長

報告のとおり、それぞれ指名いたします。これに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、以上のように決定いたしました。 

 各常任委員会は、ただいまのところ、「正・副委員長が欠けたとき」に該当しておりますので、

本職において各常任委員会を招集します。正・副委員長を互選して報告願います。また、各常任委

員会から議会運営委員もあわせて選出願います。 
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 総務委員会は第1会議室、教育民生委員会は第2会議室、産業建設委員会は第3会議室です。そ

れでは、それぞれの委員会室において審議願います。 

 暫時休憩します。 

 

午前11時26分 休 憩 

        ────────────────────────────── 

午前11時43分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 日程第7及び日程第8の議事を継続いたします。各常任委員会の正・副委員長及び議会運営委員

を事務局長より報告させます。 

●事務局長（竹内享一君） それでは、報告します。 

 総務委員会でございますが、委員長が池田好隆議員、副委員長が佐々木弘志議員。 

 教育民生委員会が、委員長、菊地衛議員、副委員長が伊藤知議員。 

 産業建設委員会でございますが、委員長が宮崎信一議員、副委員長が加藤照美議員でございます。 

●議長（竹内睦夫君） 各委員会の正・副委員長は、以上のとおり決定しました。 

 次に、議会運営委員を事務局長より報告させます。 

●事務局長（竹内享一君） 議会運営委員でございますが、申し合わせによりまして、最初に副議

長の山田明議員、総務委員会から、委員長の池田好隆議員と佐々木正己議員、教育民生委員会から

は、委員長の菊地衛議員と市川雄次議員、産業建設委員会からは、委員長の宮崎信一議員と飯尾善

紀議員。 

 以上でございます。 

●議長（竹内睦夫君） 以上のようにそれぞれ指名します。これに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しましたとおり決定いた

しました。 

 議会運営委員会は、ただいまのところ、「正・副委員長が欠けたとき」に該当しますので、本職

において議会運営委員会を招集します。 

 正・副委員長を互選して報告願います。 

 議会運営委員会は第1会議室です。 

 暫時休憩します。 

 

午前11時46分 休 憩 

        ────────────────────────────── 

午後1 時00分 再 開 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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 日程第8の議事を継続いたします。議会運営委員会の正・副委員長を事務局長に報告させます。

資料は、皆さんのお手元に配付してあるものです。 

●事務局長（竹内享一君） それでは、議会運営委員会でございますが、委員長に市川雄次議員、

副委員長に佐々木正己議員です。以上です。 

●議長（竹内睦夫君） ただいま報告のとおり決定いたしました。 

 日程第9、議会広報編集委員の選任を議題とします。 

 議会広報編集委員は、申し合わせにより、議長、副議長、議会運営委員長の3人と、各委員会か

ら1人ずつとなっておりますので、これを選出願います。 

 総務委員会は第1会議室、教育民生委員会は第2会議室、産業建設委員会は第3会議室です。 

 暫時休憩いたします。 

 

午後1時02分 休 憩 

        ────────────────────────────── 

午後1時06分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第9の議事を継続いたします。ただいま御協議いただきました議会広報編集委員を事務局長

に報告させます。 

●事務局長（竹内享一君） それでは、報告します。 

 議会広報編集委員でございますが、議長の竹内睦夫議員、副議長の山田明議員、議会運営委員長

の市川雄次議員、それから、総務委員会からでございますが、斎藤修市議員、教育民生委員会から

村上次郎議員、産業建設委員会から小川正文議員。以上でございます。 

●議長（竹内睦夫君） 以上のように指名します。これに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名したとおり決定しました。 

 議会広報編集委員会は、ただいまのところ「正・副委員長が欠けたとき」に該当しますので、本

職において議会広報編集委員会を招集します。 

 正・副委員長を互選して報告願います。 

 議会広報編集委員会は第2会議室です。 

 暫時休憩します。 

 

午後1時06分 休 憩 

────────────────────────────── 

午後1時09分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 日程第9の議事を継続いたします。議会広報編集委員会の正・副委員長を事務局長に報告させま

す。 

●事務局長（竹内享一君） それでは、報告いたします。 

 議会広報編集委員会の委員長でございますが、村上次郎議員、副委員長には斎藤修市議員。以上

でございます。 

●議長（竹内睦夫君） 以上のとおり決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

 

午後1時09分 休 憩 

────────────────────────────── 

午後1時11分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 会議を再開いたします。 

 日程第10、本荘由利広域市町村圏組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にし

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。議長がこれを指名することに決定いたしました。 

 本荘由利広域市町村圏組合議会議員に4番池田好隆議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました4番池田好隆議員を本荘由利広域市町村圏組合議会

議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました4番池田好隆議

員が本荘由利広域市町村圏組合議会議員に当選されました。 

 ただいま本荘由利広域市町村圏組合議会議員に当選されました4番池田好隆議員が議場におられ

ます。よって、会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をいたします。 

 しばらく休憩します。 

 

午後1時12分 休 憩 

────────────────────────────── 

午後1時13分 再 開 
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●副議長（山田明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第11、議長の常任委員辞任の件を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって、24番竹内睦夫議員の退場を求めます。 

    【24番（竹内睦夫君）退場】 

●副議長（山田明君） 議長から総務常任委員を辞職したいとの申し出があります。 

 お諮りします。本件は、申し出のとおり辞任を許可することに御異議ありませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●副議長（山田明君） 異議なしと認めます。したがって、竹内睦夫議長の総務常任委員の辞任を

許可することに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

 

午後1時14分 休 憩 

────────────────────────────── 

午後1時15分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第12、議案第82号平成17年度にかほ市水道事業会計補正予算（第2号）の専決処分の報告

及びその承認について（専決第1号）から日程第15、議案第85号平成18年度にかほ市一般会計補

正予算（第1号）までの議案4件を一括議題といたします。 

 朗読を省略しまして、当局から提案理由の説明を求めます。市長。 

    【市長（横山忠長君）登壇】 

●市長（横山忠長君） 議員各位におかれましては、臨時議会、大変御苦労さまです。 

 提案しております議案の要旨について御説明を申し上げる前に、一言ごあいさつを申し上げたい

と思います。 

 去る4月23日に執行されました、にかほ市として初めての市議会議員選挙で御当選されましたこ

とに、まずもってお祝いを申し上げます。また、先ほどは、竹内睦夫氏の議長の就任を初め、新し

い議会体制が決定されましたことに対しましても、心からお祝いとお喜びを申し上げます。 

 さて、にかほ市も誕生して7ヵ月が経過いたしましたが、18年度から本格的なまちづくりを進め

ることになります。御承知のように、にかほ市を取り巻く環境も、人口の減少や少子・高齢化社会

の進展、そして、国の三位一体の改革に伴う国や県からの財政支援の削減など、大変厳しく、難し

い課題が山積しているところでございます。こうした現状を踏まえ、合併の効果を積極的に活用し

ながら、一つ一つの課題に対応し、さらに活力のある新たなふるさとを実現していくために全力を

傾注してまいりたいと、そのように考えているところでございます。 

 議員各位とは、これからのまちづくりについて活発な議論を重ねながらも、市民の負託にこたえ

ることができるようなにかほ市の建設に向けて、ともに力を合わせて進めてまいりたいと考えてお
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りますので、今後とも温かい御理解と御協力、そして御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

 それでは、改選後、最初の市議会に提案しております議案の要旨を御説明申し上げます。 

 議案第82号平成17年度にかほ市水道事業会計補正予算（第2号）の専決処分の報告及びその承

認について（専決第1号）でございます。企業債償還金が42万7,000円不足となったため、専決処

分を行ったものでございます。 

 次に、議案第83号にかほ市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分の報告及びその

承認について（専決第 2号）でございます。地方税法等の一部を改正する法律などが平成 18年 3

月31日に公布されたことに伴い、にかほ市税条例の一部を改正する必要があり、これらの改正のう

ち、平成18年4月1日施行の改正部分について専決処分をしたものでございます。 

 議案第84号平成17年度にかほ市一般会計補正予算（第4号）の専決処分の報告及びその承認に

ついて（専決第3号）でございます。歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,011万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92億347万8,000円と定めるものでございます。 

 歳入の主なものとしては、児童運営費の国県負担金が5,654万4,000円追加交付されたこと及び

象潟中学校建替事業で屋内運動場の補助単価が決定したことに伴い、国庫補助金、地方債合わせて

2,010万5,000円を減額し、同額を象潟中学校建設基金から繰り入れし、財源の組み替えを行った

ものでございます。 

 歳出の主なものとしては、国県支出金及び地方債を既存の一般財源等と財源振替を行い、差引額

4,000万円を財政調整基金に積み立てをしたものでございます。 

 議案第85号平成18年度にかほ市一般会計補正予算（第1号）でございます。歳入歳出予算の総

額にそれぞれ992万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ132億1,492

万4,000円と定めるものでございます。 

 歳入については、象潟観光振興施設整備基金から繰り入れするものでございます。 

 歳出については、ねむの丘の売り場スペースの増設に伴い、建築基準法の定めにより、既存のエ

レベーターに遮炎などの設備を増設するものでございます。 

 以上、議案の要旨について御説明申し上げましたが、補足説明については担当の部課長などが行

いますので、よろしく御審議をいただき、御承認及び可決をくださるよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

●議長（竹内睦夫君） これから担当部長の補足説明を行います。 

 ガス水道局長。 

●ガス水道局長（須田登美雄君） それでは、議案第82号について補足いたします。 

 2ページをお願いいたします。資本的支出であります。1款2項1目企業債償還金1節企業債償還

金、これは企業債の元金であります。これの集計作業に違算がありまして、42万7,000円の不足を

生じましたので、補正させていただきました。償還日が3月27日ということで、やむを得ず行った

ものであります。また、これによって不足する財源につきましては、第2条のほうに書いてありま

すけれども、引継ぎ補てん財源で補てんしております。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

●議長（竹内睦夫君） 次、総務部長。 

●総務部長（須田正彦君） 議案第83号の市税条例の一部改正の要点を御説明申し上げたいと思い

ます。皆様のお手元のほうに、要点の改正の説明資料をお配りしておりますけれども、今回、主な

点を私のほうから御説明を申し上げたいと思います。 

 1つ目といたしまして、4ページでございますけれども、個人市民税の非課税限度額の改正が今回

なされております。このものにつきましては、第24条の第2項の附則の第5条の第1項に掲載され

ておりますけれども、個人市民税均等割及び所得割は、特に低所得者の税負担に配慮し、所得金額

が一定水準である者は非課税となるということで、引き下げるものでございます。 

 非課税限度額は、均等割についてでございますけれども、生活扶助基準額を、所得割については

生活保護基準額を勘案して設定されております。これらの基準額の改正を踏まえ、これらの基準額

程度の所得しか得ていない者が非課税扱いとなるように水準を見直してきたところでございます。 

 これらの基準額が変更されたことに伴いまして、個人市民税の均等割及び所得割について、所得

金額に対する非課税限度額の算定に当たっては、扶養親族等を有する場合の加算額を、均等割にあ

っては17万6,000円を16万8,000円に改正したものでございます。また、所得割に当たりまして

は、35万円を 32万円にそれぞれ見直し、非課税限度額を引き下げたものでございます。このもの

については、平成18年度以後の分から適用するということで御理解をいただきたいと思います。 

 2つ目といたしましては、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置の創設でございます。附則

の第10条の2、第5項を追加するものでございます。災害に強い国づくりを推進する観点から、一

定の耐震基準を満たさない住宅の自発的な耐震改修をより効率的に促進するための制度創設でござ

います。昭和57年1月1日以前から所有しております住宅について、平成18年1月1日から平成

27年の12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修

工事－1戸当たり工事費30万円以上のものでございますけれども－行った場合は、改修後

3ヵ月以内に市へ申告した場合に限って、税額を－120平米相当分まででございますけれども、

2分の1減額するというものの措置でございます。 

 なお、平成18年から21年までの改修は3年間、22年から24年までは2年間、25年から27年ま

では1年間というふうな適用になっております。 

 3つ目の主な改正点でございますけれども、このものについては、土地に係る固定資産税の税負

担の調整措置でございます。このものについてはお手元の資料にお配りしておりますように、附則

の第11条、11条の2、12条、12条の2、13条、13条の3というふうに調整措置が図られておりま

す。 

 ことしは3年に一度の評価替えの年に当たり、地価公示価格をもとに土地の評価額の決定を行い、

4月1日から5月31日までの期間、固定資産税の縦覧を現在行っているところでございます。今回

の改正では、平成18年度の評価替えに伴いまして、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担

水準の低い宅地については、これまでの一律の調整率による負担調整措置は、すべての土地の負担

が均衡するまで長期間を要することでありますので、評価額と税額が、今まで直接連動しておらな
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かった関係上、納税者にとってもわかりにくいとの問題があったことから、今回その均衡化を一層

促進するための措置でございます。 

 例えば、商業地等でございますけれども、負担水準が70％を超えるものについては、当該年度の

評価額の70％を課税標準額とするということで、それ以上のものは課税をしないという形になりま

す。また、負担水準が60％以上70％以下については、前年度の課税標準額を据え置くという形にな

ります。また、負担水準が60％未満については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5％を加

えた額を課税標準額とするということで、今回大きな改正点はこの点でございます。当該額が評価

額の60％を上回る場合は60％相当額ということで、評価額の20％を下回る場合は20％相当という

ことで、今回は下のほうの積み上げがなされております。そういうことで、今回の税負担の調整措

置がなされております。 

 また、住宅用地でございますけれども、このものについては商業地と違いまして、負担水準が80％

以上のものは前年度の課税標準額を据え置くという形になります。また、2つ目は、負担水準が80％

未満のものは、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に、住宅用地の特例率ということで、6分

の1または3分の1を乗じて得た額という形で、この額に5％を加えた額を今回新たに改正の基準

といたしております。当該額が本則の課税標準額の80％を上回る場合は、80％で上限にいたしてお

ります。20％を下回る場合も20％ということで、今回下のほうが若干の税収の増になっております。 

 なお、その他の字句の改正及び特例期間の改正等も今回の主な内容となっております。 

 以上で、簡単ですが補足説明とさせていただきます。 

●議長（竹内睦夫君） これから、議案第82号平成17年度にかほ市水道事業会計補正予算（第2

号）の専決処分の報告及びその承認について（専決第1号）の質疑を行います。質疑の通告があり

ましたので、これを順次許します。なお、発言は自席で行ってください。－4番池田好隆議員。 

●4番（池田好隆君） 資本的収支の不足する部分、これは引継ぎ補てん財源で措置と、こういう

ふうになっております。それで、引継ぎ補てん財源、これが総額だけでどのぐらいあるのかと。 

 それから、旧3町ごとの内訳、わかりましたら、お知らせ願いたいと思います。 

●議長（竹内睦夫君） ガス水道局長。 

●ガス水道局長（須田登美雄君） それでは、お答えいたします。引継ぎ補てん財源ですけれども、

これは旧3町が合併してなくなったために、新市に引き継ぐということで、このような名称となっ

ております。 

 総額でございますが、4億6,350万3,378円、これが3町の総額でございます。単町ごとに申し

上げますと、旧仁賀保町でございますか、3億7,985万3,139円、旧金浦町が2,704万5,889円、

旧象潟町が5,660万4,350円、これが引継ぎ補てん財源となっております。以上です。 

●議長（竹内睦夫君） 池田議員、いいですか。 

●4番（池田好隆君） はい、了解しました。 

●議長（竹内睦夫君） ほかに質疑ございませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 質疑ないようですので、これで議案第82号の質疑を終わります。 
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 次に、議案第83号にかほ市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分の報告及びその

承認について（専決第2号）の質疑を行います。質疑の通告がありましたので、順次発言を許しま

す。なお、発言は自席で行ってください。－12番村上次郎議員。 

●12番（村上次郎君） 通告書にありますけれども、4点質問します。 

 1つ目は、市税条例の提案されているわけですけれども、この大もとになっている地方税法が変

えられたとそういうことで、今回の市民税、あるいは固定資産税について改正が出されているわけ

です。納税する側から見て、この地方税法そのものは、一部、先ほどの説明では負担増になるとい

うようなことも含まれているようですが、全体的には増税なのか、あるいは減税になるのか、ポイ

ントだけで結構ですから、その点一つお願いします。 

 2つ目は、第24条2項の加算額ですが、8,000円低くなっている。生活保護基準が変わったとい

うようなこともあったようですが、この課税対象者がふえたのかどうか、ふえたとしたら、その人

数や額はどうなっているのか。 

 3つ目は、附則第5条第1項中の所得割が、これも3万円低くなっています。それで課税人数と

額がふえているのでないかというふうに推測するわけですが、ふえているとしたら、どれだけにな

っているかと。その内容についてお尋ねします。 

 5ページの附則第11条以降の固定資産税なんですが、これは急激な負担増にならないようにとい

うことで、毎年2.5％程度ずつ引き上げるという調整措置のようですが、今回5％というふうになる

と、パーセントでいけば2倍にふえていくというふうになるのでないかと思うんですが、これが増

額の方向と見ていいのかどうか。その結果、増税になっているのかどうか。その部分によっても、

ふえている、あるいは減額になるというふうなところもあるかと思うんですが、その内容について

お尋ねします。 

●議長（竹内睦夫君） 答弁、総務部長。 

●総務部長（須田正彦君） 1番目と 2番目の御質問は重複しておりますので、同時に御説明させ

ていただきたいなというふうに思っております。 

 最初に、市民税についてでございますけれども、今回の税法改正によって、市民税並びに固定資

産税は納税者から見て増税になるのかという御質問でありますけれども、今回の改正については、

個人市民税の非課税限度額についての生活保護基準などの見直しなどに伴った改正でありまして、

新たな課税対象が若干生まれてきておりますけれども、増税とは言いにくい部分でないかなという

ふうに理解しております。 

 また、固定資産税については、平成18年度の評価がえに伴いまして、土地の平成18年度から20

年までの各年度分の固定資産税の負担調整の方法について改正を行うものでございます。今までは、

例えば前年度課税額の0.15％の掛率とかというような掛率でありましたけれども、今回は、最低の

限度額のところの数値の負担水準のものの引き上げ等になっております。そうしたことは、本来の

税の均衡を失わないための今回の固定資産税の改正の措置というふうに私どもは理解をいたしてお

ります。 

 なお、平成15年度の前回の評価時点では、2％の課税標準額の増でございます。平成16年度は1％、
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そして、17年度は1.01％、今回の平成18年度の改正は、2.68％の増になる見込みでございます。 

 2つ目の24条の第2項の改正に伴う加算額の8,000円の減による新たな課税対象者と課税額につ

いてでございますけれども、今回について、個人市民税の均等割の非課税限度額の引き下げの改正

ですが、新たな課税対象者は7名でございます。新たな税の増収分は、3,000円の均等割の7人分

ということで、2万1,000円の増を見込んでおります。 

 それから、第3点目の、附則の第5条の第1項の改正に伴う加算額の3万円の減による新たな課

税対象者数と課税額についての御質問でございますけれども、このものは、扶養親族等を有する場

合の加算額を3万円引き下げたものでございますけれども、新たな課税対象者は32名でございます。

課税額の増といたしまして、11万5,500円を見込んでおります。税額が増となる方が5名ほどおり

ます。新たに課税されるものが32名分ということで、2つ合わせての課税額の増が11万5,500円

でございます。 

 それから、第4点目の附則の第11条以降の固定資産税に関する負担調整措置のほうは、増税の方

向かという御質問でございます。また、その人数と額についてという御質問でございますけれども、

このものについては、平成18年度の評価替えに伴いまして、土地の平成20年度までの各年度分の

固定資産税の負担調整方法について改正するものでございます。 

 これまでの住宅用地の場合、評価額に対する課税標準額の割合、負担水準が8割に満たない場合

は、それぞれの負担水準に応じて、当該年度の課税標準額は前年度課税標準額の2.5％から15％ま

でアップしてきたところが今までの評価替えの主な改正点でございましたけれども、今回の改正の

趣旨といたしましては、負担水準の低い土地に対する課税の不公平の早期の解消を図ることを目的

にいたしております。 

 本来の税負担の水準に達していない土地の場合、前年度課税標準額に一律評価額の 5％をプラス

として、負担水準が2割に満たない土地があった場合は、一律評価額の2割まで引き上げるという

のが今回の大きな改正点でございます。 

 このような改正の中で、当町といたしましては、試算したところ、総体的に税収増ということで、

2.68％で948万6,000円、2.68％の税収増の見込みでございます。金額にいたしまして948万6,000

円の増を見込んでおります。 

 以上でございます。 

●議長（竹内睦夫君） 12番村上次郎議員。 

●12番（村上次郎君） 今の説明で、均衡をとるために負担水準の低いところに合わせるというこ

となんですが、今の固定資産税、評価そのものが、土地、バブルがはじけた、その後の評価額がか

なり下がってきているというようなときもあって、今はちょっと、ほぼ平準化されているかもしれ

ませんけれども、これまでの間に、評価額が下がったということで、固定資産税の課税率等が下が

ったことがあったのかどうかということをお尋ねしたいと思います。特に一般住宅の場合は、土地

並びに住宅から何か利益を得るというようなものではないので、これの課税を強めるということは

適当ではないというふうに考えるわけですけれども、その点について、もしわかりましたらお尋ね

します。 
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●議長（竹内睦夫君） 総務部長。 

●総務部長（須田正彦君） 御質問にお答えいたします。 

 現時点までは、先ほども現在までの固定資産税の評価に対するアップ率を申し上げてきたところ

でありますけれども、引き下がった経緯は、今まで過去になかったんじゃないかなというふうに記

憶をいたしているところであります。 

 なお、今回の税負担の引き上げ等についてでございますけれども、例えば20％未満でありますと、

例えば前年度課税の15％、その上の段階のものについては 10％、そして、その30％までのものに

ついては0.75というふうに、段階的に負担水準を課税してきたわけですけれども、それを、例えば

端的な例を申し上げますけれども、従前、例えば市街地、ここの武道島ですけれども、例えば武道

島みたいな場合に、農地から宅地に転用された場合、そうしたものの負担水準が非常に、従前の宅

地から見ますと低い課税標準額になっております。そうしたものの改正を今回はいたしたいという

ことが主な税の改正のねらいでございます。そういう形で今回は改正をさせていただきたいという

ふうに御理解をいただきたいと思っております。 

●議長（竹内睦夫君） ほかに質疑ございませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） これで議案第83号の質疑を終わります。 

 次に、それでは、議案第84号、85号についての補足説明を求めます。総務部長。 

●総務部長（須田正彦君） 平成17年度にかほ市一般会計補正予算（第4号）の専決処分の補足説

明をいたしたいと思います。 

 歳入歳出の予算総額にそれぞれ4,011万円を追加補正して、歳入歳出の予算総額を92億347万

8,000円とするものであります。 

 5ページをお開きいただきたいと思います。歳入、5ページをお開きいただきたいと思います。第

2表の繰越明許費の補正は、金浦コミュニティセンターのサッシ取替工事等のほか2件の繰り越し

でございます。年度内の完成ができないため、工期を4月28日まで延長したものでございます。 

 6ページをお開きいただきたいと思います。第 3表の地方債の補正は、3月定例議会で補正第 3

号で御説明申し上げてきているところでありますけれども、本地域は、寒冷地及び塩害地域として、

通常の建設補助単価、平米当たり屋内運動場16万200円でございますけれども、本市といたしまし

ては、できるだけ多くの補助単価の要望ということで、50％のかさ上げした要望をいたしたところ

でございます。そうした補助単価が24万300円で、国・県のほうに要望しておりましたけれども、

通常の建設補助単価の40％のかさ上げした単価で22万4,000円で採択されたことに伴い、今回、

地方債3億2,890万円から3億1,550万円に変更するものでございます。 

 なお、実施面積につきましては、2,247平米で変更はございません。また、補助資格面積につき

ましても、3月に御説明申し上げましたとおりに、補助資格面積が1,237平米でございます。総事

業費は5億9,822万8,000円ほどでございますけれども、こうした形に変更させていただいており

ます。 

 9ページをお開きいただきたいと思います。歳入の2款第1項所得譲与税から11ページの10款
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の交通安全対策特別交付金までは、いずれも交付金の確定による補正でございます。なお、9款の

地方交付税は、特別交付税で、ことしは全国的に記録的な豪雪と市町村合併の大幅な進展などの要

因によりまして、予算計上額に対しまして5,714万4,000円の減の5億5,611万4,000円と厳しい

配分となっております。 

 予算額は6億1,325万8,000円ほど計上しておりましたけれども、平成16年度と比較いたしまし

ても、旧3町の合計額が3億2,900万円でございます。そうしたことから見ますと、合併に伴いま

して、合併に伴う経費等が今回特別交付税として配分されております。今回は、対前年度比から見

ますと、69.1％の特交の増額となっております。 

 全県的に、この特別交付税についてはかなり落ち込んでいるわけでございますけれども、市町村

に対する特別交付税は、全国平均で前年度対比 5.5％の減額でございます。そうしたことから、今

回は厳しい配分となっております。 

 また、13款1項1目民生費国庫負担金は、保育所運営費負担金の追加交付があり、増額補正いた

したものでございます。 

 12ページをお開きいただきたいと思います。13款2項1目につきましては、民生費国庫補助金で

ございますけれども、進行性の筋萎縮症者の療養給付の補助金で、県補助金として予算計上してお

りましたけれども、新市においては、2分の 1が国庫補助金として交付決定になったことに伴いま

して、県補助金から財源の振り替えをいたしたものでございます。 

 また、3目の土木費国庫補助金でございますけれども、本年の豪雪に対する補助対象除雪事業費

の2分の1として、1,200万円が補助金として今回交付決定されたものによる補正でございます。 

 4目の教育費国庫補助金は、象潟中学校の建て替え事業でございます。屋内運動場でございます

けれども、先ほど申し上げましたように、上限に近いかさ上げの50％を要望しておりましたけれど

も、40％分になったということで、今回は670万5,000円ほどの減額補正でございます。 

 14款の1項の1目でございますけれども、民生費県負担金は、国庫補助金と同様に、公営保育所

の運営費の負担金の追加交付がありまして、増額補正したものでございます。 

 13ページをお開きいただきたいと思います。15款の2項の1目の不動産売払収入でございますけ

れども、一般国道7号の平沢交差点改良事業に伴う旧仁賀保庁舎前でございますけれども、その土

地の売り払い収入として、13筆で面積が316平米ほどでございますけれども、国土交通省に売り払

いしたものでございます。 

 なお、単価については平米当たり平均約4万3,088円で、国土交通省へ譲渡したものでございま

す。 

 17款の2項の1目象潟中学校建設基金繰入金でございますけれども、このものにつきましては、

先ほどから申し上げておりますとおりに、屋内運動場の建設単価の決定に伴いまして、基金を繰り

入れするものでございます。 

 なお、昨年合併時点の10月1日現在の象潟中学校の建設基金高は5億412万8,000円でございま

したけれども、今回の基金繰入額2,010万5,000円を含め、17年度の基金繰入額は1億9,495万8,000

円で、平成17年度末の象潟中学校の建設基金の現在高は3億927万円となっております。 
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 続きまして、19款の1項の市債7目の教育債でございます。このものについては、また屋内運動

場の市債でございますけれども、3号補正では、3億2,890万円の教育債の歳入を見込んでおりまし

たけれども、今回の建設単価の確定によりまして、1,340万円ほど減額するものでございます。こ

のものについては、面積差、単価差ということで、起債についてはいろいろ算定方法がございます

けれども、1,340万円の減額でございます。 

 歳出のほう、14ページをお開きいただきたいと思います。歳出については、国庫負担金、国庫補

助金、県負担金等の増額による財源振替や、財産収入の増額によりまして、2款1項2目の財政調

整基金に4,000万円今回積み立てするものでございます。 

 なお、今回の積み立てによりまして、3月末のにかほ市の財政調整基金額は9億4,000万円の現

在高でございます。 

 以上で総務部関係の補足説明を終わります。 

●議長（竹内睦夫君） 次、議案第85号の補足説明。産業部長。 

●産業部長（岩井敏一君） 議案第85号平成18年度にかほ市一般会計補正予算（第1号）の補足

説明をいたします。 

 6ページをお開き願います。歳入、18款繰入金2項基金繰入金5目1節象潟観光振興施設整備基

金繰入金992万4,000円ですけれども、これは同基金を財源に、ねむの丘エレベーター改修工事を

行うもので、同基金は3月末日で4,500万円でありましたので、補正後の基金残高は3,507万6,000

円になります。 

 次に、下のページの7ページ、歳出でありますが、7款商工費2項観光費2目観光施設費13節委

託料42万4,000円、15節工事請負費950万円は、ねむの丘エレベーター改修工事に係るものであ

ります。財団法人にかほ市開発公社・道の駅象潟「ねむの丘」では、開業以来年々売上額を伸ばし

ておりましたけれども、平成15年度の売上額5億1,123万2,000円をピークに減少傾向にあります。

日本経済の低迷を初めとする各種要因が考えられますけれども、このままの状況では、今後赤字決

算が見込まれることが危惧され、現段階で収益増嵩の改善策として、販売拡充と新分野の進出、そ

して、観光客がたくさん訪れる夏季の売上額のアップを図るために、トイレから南側にある農林水

産物直売施設までの観光客の流れを一たん中核施設でとめまして、その中への立ち入りを促す相乗

効果も見込んでおりまして、正面玄関右側にファストフード店ほか3店舗分、お手元のほうへ配付

しております平面図でありますけれども、横が18メートル、幅5メートル、面積にして90平米の

売り場増設の建設を計画しておりまして、去る3月のにかほ市開発公社役員会において議決されて

いるところであります。 

 なお、この増築計画に関する事業費は、同法人がこれまで純利益を積み立てておりました未処分

利益の中から充当するもので、増築工事費は約1,600万円を見込んでおります。 

 しかしながら、建築基準法の一部改正が平成14年6月をもって施行されたことに伴いまして、そ

れまではエレベーター自体がみなし防火戸として認められておりましたが、竪穴－エレベータ

ーとか階段でありますけれども、これらの防火区域の考え方が強化されたことにより、この法に対

する措置－工事でありますけれども、これらを講じなければ建築基準法に適合しない建物とい
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うことになりますので、増設工事を行うことはできないことになります。市としては、同法人が将

来とも健全な企業運営が継続できるように、ねむの丘管理運営委託契約による委託者として、エレ

ベーター部分について建築基準法の定めるところにより、防炎装置でありますファイヤーブロック

のカタログというか、コピーしたものを差し上げておりますけれども、こういう設備でありますけ

れども、このファイヤーブロックの設置工事を行いたく予算計上をしているものであります。 

 以上で補足説明を終わります。 

●議長（竹内睦夫君） 以上で補足説明が終わりました 

 次に、議案第84号平成17年度にかほ市一般会計補正予算（第4号）の専決処分の報告及びその

承認について（専決第3号）の質疑を行います。質疑の通告がありましたので、順次発言を許しま

す。なお、発言は自席で行ってください。－12番村上次郎議員。 

●12番（村上次郎君） 先ほどの説明でほとんど理解しました。ただ1つ、地方交付税減額の関係

でいうと、豪雪というようなこともちょっと触れておりましたし、また、全体として前年度対比で

5％強の引き下げになっているというふうな説明があったわけですが、減額の理由の1つに、豪雪で

各市町村、あるいは県等へ多く支出しなければいけなくなったというのが入っているのかどうか。

それから、それとはかかわりなく、全体として国の悪い方策のために、地方交付税を引き下げてき

ているのか、その1点についてだけ質問します。 

 2つ目については、先ほどの説明でわかりました。 

●議長（竹内睦夫君） 答弁、総務部長。 

●総務部長（須田正彦君） 地方交付税の特別交付税の減額分でございますけれども、平成17年度

は、災害が非常に多い年でございまして、例えば福岡県の西方沖地震、そして梅雨前線の豪雨など

による各地の災害、また、宮城沖地震、台風14号、そして今回の豪雪、長野県、新潟県の豪雪によ

りまして、配分が、そちらのほうに多分多目に配分されていると思います。そういうことから、今

回秋田県の場合も減額で、今回調べたところ、県のほうに確認したところ、特別交付税で一番伸び

たのが、にかほ市で69％です。69.1％。そして、2番目、3番目が、秋田市と仙北市が30％台で、

軒並み、それ以下の方向になっております。にかほ市といたしましては、県内で一番特交が伸びた

市と言われております。 

 また、先ほどからも御質問がありましたけれども、全国ベースでは、交付税については、特交は

全国で1兆140億円でございます。対前年度比で6.4％の減額でございます。秋田県の場合は11％

の増になっておりますけれども、192億 2,234万円が今回秋田県に特別交付税として配分されてお

ります。 

 以上でございます。 

    【12番（村上次郎君）「了解」と呼ぶ】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、9番伊藤知議員。 

●9番（伊藤知君） 最初の不動産の売り払いに関しては、先ほど丁寧な説明がありましたので、

割愛します。 

 中学校のほうの関係なんですが、地方債、あるいは市債も全部決定したということで、これから
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建設に入る準備はできたのではないかなと、私自身思っているんですが、今後の日程をひとつお伺

いしたいと思います。 

 また、建設に関しては、地域の活性化のためには市内業者を多く活用するのが一番よいかと思う

んですが、今後どのような業者にお願いしていくのか、市長の考えをお伺いしたいと思います。 

●議長（竹内睦夫君） 教育次長。 

●教育次長（小柳伸光君） では、伊藤議員の質問にお答えいたします。 

 先ほど総務部長のほうからいろいろ説明がございましたが、今後、体育館と共同調理場建て替え

事業の日程につきましては、今月の中旬には業者指名を行いまして、6月上旬に入札、そして仮契

約、そして6月中旬には契約議案の提出を予定しております。 

 それから、先ほどの市内業者への発注等でございますけれども、透明性と競争性を確保しながら、

地元業者が少しでも多くかかわりができるような方法を今現在検討している最中であります。 

 以上です。 

●議長（竹内睦夫君） 9番伊藤知議員。 

●9番（伊藤知君） 最終的に、その中学校の体育館ができるのはいつごろと考えていますか。 

●議長（竹内睦夫君） 教育次長。 

●教育次長（小柳伸光君） できれば、3年生の中学生が最後の卒業式を体育館でやれるような形

で進めたいと考えております。 

●議長（竹内睦夫君） 次に、4番池田好隆議員。 

●4番（池田好隆君） 5ページの繰越明許費の補正でございます。繰越明許費、しかも専決処分と、

こういうことでございます。繰越明許費については、専決処分でなくて、可能な限り予算を提案し

て、議会で審議をするというのが筋だと思いますけれども、この3月定例会の段階でどうしても上

程できなかったのかどうか、この点1点だけお伺いしたいと思います。 

 それから、11ページの地方交付税ですけれども、これは先ほどの説明がありましたので、了解い

たしました。 

 繰越明許費、この1点だけお伺いいたします。 

●議長（竹内睦夫君） 答弁、教育次長。 

●教育次長（小柳伸光君） それでは、繰越明許費についてお答えいたします。 

 3月定例会に上程できなかった理由ということでございますが、この明許費補正の3件の事業に

つきましては、3月30日完成予定で一括工事を発注したものでございますが、御承知のように、こ

としは天候不順の日が多く、3月も悪天候の日が大変多かったために、壁面のモルタル補修や塗装

の抜きつけ工事が遅滞しまして、完成が4月にずれ込むことになりまして、17年度中の完成が見込

めなくなったためでございます。そういうことで、3月定例会に上程できなかったのかということ

ですが、定例会中には工事着工中で、3月末の完成を見込んでいたためでございます。 

 なお、金浦青少年ホームは、海からの風がまともに当たる立地条件のために、塩害や風雪、風雨

による漏水を防ぐ工法や資材の検討に時間を要したことは事実でございますけれども、いずれにい

たしましても、工事発注がおくれ、完成時期の見通しに私方の甘さがあったことは事実なものでご
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ざいまして、おわびを申し上げたいと思います。以上です。 

    【4番（池田好隆君）「はい、了解いたしました」と呼ぶ】 

●議長（竹内睦夫君） ほかに質疑ございませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） これで議案第84号の質疑を終わります。 

 次に、議案第85号平成18年度にかほ市一般会計補正予算（第1号）の質疑を行います。質疑の

通告がありましたので、順次発言を許します。なお、発言は自席で行ってください。－18番斎

藤修市議員。 

●18番（斎藤修市君） 新人です。よろしくお願いします。 

 今回の補正予算で、ねむの丘のエレベーター改修工事設計監理委託料、それから改修工事費です

ね。先ほど説明がありましたけれども、まず1つ目として、これは、改修工事は突発的なものであ

ったのかどうか、または、前年度からこういうことをやらなきゃいけないというような計画があっ

たのかどうかということを1つ質問したい。 

 それから、2つ目は、市が管理するいろんな施設、委託も含めまして、同じようにいろんな改修

やメンテナンスということが起こってくると思うんです。今の時点で、18年度の予算編成にはその

ようなものはありませんでしたが、ほかにはありませんでしょうかと。 

 それから、3つ目として、市が管理する施設において、これは設備ですから、毎年償却していく

わけでございますね。これに対して、当然、改修やメンテナンス、こういうものが発生するわけで

ございますが、そういう施設の改修やメンテナンスというものは、簡単に単年度でぱぱっとできる

ものじゃないと思うんですが、中期的、もしくは長期的なそういう計画というのは、もしおありだ

ったら、御説明願いたいと。以上です。 

●議長（竹内睦夫君） 答弁、産業部長。 

●産業部長（岩井敏一君） ただいまの斎藤議員の御質問にお答えします。 

 ねむの丘の売り場増築に当たりまして、建築基準法が一部改正され、確認申請が伴う増改築を行

う場合には、エレベーター部分を遮炎性能を持つ防火設備で区画しなければならなくなったための

エレベーター防炎装置の設置工事であります。道の駅象潟「ねむの丘」では、これまでも売り場増

築の話はあったものの、去る3月のにかほ市開発公社役員会におきまして、売り場増築工事を含む、

平成18年度ねむの丘管理運営受託事業計画及び予算の議決があったところであります。この議決を

受けまして、同施設のねむの丘管理運営委託契約によりまして、委託者の責任としまして、エレベ

ーター改修工事施工の予算計上でありまして、現エレベーター機能のふぐあい等による改修工事で

はございません。以上です。 

●議長（竹内睦夫君） 総務部長。 

●総務部長（須田正彦君） 2つ目と3つ目の御質問にお答え申し上げます。 

 平成18年度の当初予算におきましては、主なものといたしまして、総合福祉交流センター、仁賀

保のスマイルでございますけれども、冷暖房施設の改修工事を予定いたしております。また、老朽

化が著しい清掃センターの屋根の張りかえ、また、破砕ごみのコンベアの機器の交換、また、象潟・
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仁賀保公民館の改修、小・中学校などの教育施設の営繕、仁賀保駅の自転車置き場の改築工事も当

初予算に計上して、改修を行う予定にいたしております。 

 今後も市の管理しております施設並びに機器など老朽化の著しいものについては、財政事情が許

せば、できるだけ計画的に毎年メンテナンスや改修を行っていきたいというふうに考えております。 

 また、3つ目の市が管理する施設の大規模改修やメンテナンスにおいて、今後計画的に実施して

いかなければならないものがあるかという御質問でございますけれども、今後、考えられるものに

つきましては、例えば農業集落排水施設の整備、そして教育施設、市内の各小中学校など、現在い

ずれもいろんな形で考えております。いずれにいたしましても、施設改修などについては、実施計

画、3ヵ年計画の中で計上しながら、計画的に予算措置をして実施してまいりたいというふうに考

えているところでございます。以上です。 

    【18番（斎藤修市君）「了解しました」と呼ぶ】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、4番池田好隆議員。 

●4番（池田好隆君） 先ほどの部長の補足説明で了解いたしました。 

●議長（竹内睦夫君） ほかに質疑ございませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 質疑ないようですので、これで議案第85号の質疑を終わります。これで質

疑を終わります。 

 これから、討論・採決を行います。 

 議案第82号平成17年度にかほ市水道事業会計補正予算（第2号）の専決処分の報告及びその承

認について（専決第1号）の討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、賛成者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 討論ないようですので、議案第82号の討論を終わります。 

 これから、議案第82号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認することに

賛成の方は起立を願います。 

    【賛成者起立】 

●議長（竹内睦夫君） 全員の賛成でございます。したがって、議案第82号平成17年度にかほ市

水道事業会計補正予算（第2号）の専決処分の報告及びその承認について（専決第1号）は承認す

ることに決定いたしました。 

 次に、議案第83号にかほ市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処分の報告及びその

承認について（専決第2号）の討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。12番村上次郎議員。 

    【12番（村上次郎君）登壇】 

●12番（村上次郎君） 議案第83号にかほ市税条例の一部を改正する条例制定についての専決処
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分の報告及びその承認について（専決第2号）について反対の討論をします。 

 基本になる地方税法の改悪を受けて今回の条例が実施されるというふうになったわけですが、先

ほどの答弁にもありましたように、市民税の均等割では7人の人が2万1,000円ほど、所得割では

32名の人が11万円ほどの増税。固定資産税では948万6,000円という増税になるということです。

固定資産税の場合は、低所得者云々というふうには言い切れないと思うんですが、さきの均等割や

所得割は、低所得者に対する課税強化というふうに考えられます。これは憲法25条にも反するので

はないかというふうに思います。 

 さきの3月議会では、市民に対する増税による負担、影響は大変大きなものがあったわけです。

公的年金控除の引き下げ、非課税措置の廃止、老年者控除の廃止、定率減税の見直し、配偶者の全

額納付というようなことで、当時は、市民延べ1万6,765人に増税の影響があるという当局の答弁

でした。さらに今回の増税というふうになっています。 

 にかほ市の市・県民税の滞納もふえつつあります。平成14年、2002年には115人というふうに

なっていたようでしたけれども、平成16年、2004年には218人と大幅にふえています。国保税の

滞納もふえています。 

 市民に対する日本共産党の市委員会のアンケートにも、60代男性からの声として、このようなこ

とがありました。「国民健康保険税は上がる、税金、医療費などすべて増額、年金生活の私にはと

てもやりきれない。何とかならないものでしょうか」というような声も寄せられています。これら

は、市単独ということではなくて、小泉政府と与党のアメリカと財界、大企業、金持ち優遇という

ことで、国民いじめ、弱肉強食の政策による流れの一つです。 

 最近、報道されているけれども、在日米軍再編計画の実施に当たって、必要な日本側の経費が 3

兆円以上などとされています。これは国民1人当たり2万5,000円、4人世帯では10万円にもなる

大変大きな金額です。これまでの米軍援助や米軍言いなりでの協力の足元を見透かされて、このよ

うなことを突きつけられてきているというのが小泉政府・与党ですが、これに応じていくというこ

とになるのではないでしょうか。今回提案されている市税条例の一部改正は、専決処分として進め

られているのはわかるわけです。しかし、国の悪政による国民いじめ、市民いじめを強めるという

点は疑いもないことだと思います。 

 市当局や担当者では、市民に負担をかけていくというこのような提案は心苦しいものがあるので

はいないかと思います。しかし、この市民生活をますます困難に追いやる本議案、専決処分の承認

はできないということを表明して、討論とします。 

●議長（竹内睦夫君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） ほかに討論はございませんか。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 討論ないようですので、これで議案第83号の討論を終わります。 

 これから議案第83号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は承認することに賛

成の方は起立を願います。 
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    【賛成者起立】 

●議長（竹内睦夫君） 起立多数でございます。したがって、議案第83号にかほ市税条例の一部を

改正する条例制定についての専決処分の報告及びその承認について（専決第2号）は承認すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第84号平成17年度にかほ市一般会計補正予算（第4号）の専決処分の報告及びその

承認について（専決第3号）の討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、賛成者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 討論ないようですので、これで議案第84号の討論を終わります。 

 これから、議案第84号を採決します。この採決も起立によって行います。本件は承認することに

賛成の方は起立を願います。 

    【賛成者起立】 

●議長（竹内睦夫君） 全員の賛成です。したがって、議案第84号平成17年度にかほ市一般会計

補正予算（第4号）の専決処分の報告及びその承認について（専決第3号）は承認することに決定

いたしました。 

 次に、議案第85号平成18年度にかほ市一般会計補正予算（第1号）の討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

    【「なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 討論ないようですので、これで議案第85号の討論を終わります。 

 これから、議案第85号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決

定することに賛成の方の起立を願います。 

    【賛成者起立】 

●議長（竹内睦夫君） 全員の賛成でございます。したがって、議案第85号平成18年度にかほ市

一般会計補正予算（第1号）は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

午後2時25分 休 憩 

────────────────────────────── 

午後2時35分 再 開 

 

●議長（竹内睦夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第16、にかほ市開発公社理事の推せんについてを議題とします。にかほ市開発公社理事には、
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総務常任委員会から、７番佐々木正明議員、14番佐々木清勝議員、教育民生常任委員会から、16

番竹内賢議員、21番本藤敏夫議員、産業建設常任委員会から、2番佐々木正勝議員、19番佐々木平

嗣議員、各議員を推薦します。これに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、にかほ市開発公社理事に、７番佐々木

正明議員、14番佐々木清勝議員、16番竹内賢議員、21番本藤敏夫議員、2番佐々木正勝議員、19

番佐々木平嗣議員を推薦することに決定しました。 

 日程第17、委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。議会運営委員長及び議会広報編集委

員長から、目下委員会において審査中の事件について、会議規則第102条の規定により、お手元に

配りました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りします。議会運営委員長及び議会広報編集委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査す

ることに御異議ございませんか。 

    【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

●議長（竹内睦夫君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長及び議会広報編集委員

長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。平成18年第3回にかほ市議会臨時会を閉会します。 

 

午後2時38分 閉 会 

 

────────────────────────────── 

 


